




令和 2 年度退職金等に関する実態調査の報告について 

本調査は、当財団の定款第 4 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、学校法人が支給する退職金

の適正な水準を確立するために必要な調査及び研究として、全ての維持会員を対象に実施

しました。平成 16(2004)年度から毎年度実施し、今年度で 17 年目となりました。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府による緊急事態宣言の発令が 

あったことなどにより、本調査の実施時期を例年の 6 月から、9 月に変更させていただき

ました。各維持会員におかれては、業務ご多忙の中にもかかわらず、例年と同じく全ての

維持会員（596 会員）からご回答をいただきました。私立大学等における退職金制度等

の実態や動向を把握する上での貴重な情報となりました。 

維持会員の皆様には、調査にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

今年度の調査では、維持会員の退職金制度等に関する基本項目のほかに、昨年度に引き続

き、近年特に導入が進んでいる教員の「任期制」及び「年俸制」の導入状況についてお伺

いしました。また、「懲戒解雇とされた教職員に対する退職金の支給制限」及び「在職中

に懲戒解雇とすべき事由があったことが退職後に発覚した場合に支給済の退職金を返還

請求できることとする規定の有無」についてもお伺いしました。 

調査結果の集計に当たっては、「教員と職員」に区分するとともに、質問項目、内容に

より「大学法人と短大法人等」に区分しています。大学法人については、医学部又は 

歯学部を設置している法人と、それ以外の法人とに区分しています。 

また、一部の質問事項については、入学定員規模別に示しています。さらに、過去の 

調査結果（平成 27 年度又は平成 26 年度）を表示し、比較いただけるようにしています。 

維持会員をはじめ、学校法人等の関係者の皆様には、本報告書をご参考、ご活用いただ

ければ幸いです。 

令和 2（2020）年 12 月 
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（３）表のうち、過去の調査結果の部分は、黒単色で表示している。

（４）維持会員の規模区分（入学定員数）については、維持会員基本事項において回答いただいた入学

定員数により、次のとおり区分している。

なお、学生募集を停止している会員は、その他に区分し、入学定員規模別の集計には含んでいない。 

（５）「Q3 定年年齢」において集計している地域区分（15 頁）については、「令和元年度文部科学 

大臣所轄学校法人一覧（（株）地域科学研究会 高等教育情報センター発行）」の法人所在地により、

次のとおり区分している。 

入学定員数 大学法人 短大法人等 合　計

100人未満 19 13 32

（100人以上）200人未満 37 42 79

（200人以上）300人未満 65 22 87

（300人以上）400人未満 65 10 75

（400人以上）500人未満 49 7 56

（500人以上）600人未満 42 42

（600人以上）800人未満 50 50

（800人以上）1,000人未満 27 27

（1,000人以上）1,500人未満 51 51

（1,500人以上）3,000人未満 61 61

3,000人以上 34 34

その他 1 1 2

合　計 501 95 596

地域区分 会員数

北海道 北海道 25

東　北 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 33

北関東 茨城 栃木 群馬 16

南関東 埼玉 千葉 神奈川 56

東　京 東京 146

甲信越 新潟 山梨 長野 24

北　陸 富山 石川 福井 10

東　海 岐阜 静岡 愛知 三重 63

京都・大阪 京都 大阪 76

近　畿 滋賀 兵庫 奈良 和歌山 44

中　国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 32

四　国 徳島 香川 愛媛 高知 12

九州・沖縄 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 59

該当都道府県
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表 Q３ 定年年齢 

【 教 員 】

 

60歳 27 (5.8%) 6 (17.6%) 29 (30.5%) 62 (10.4%)

61歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

62歳 1 (0.2%) 1 (2.9%) 1 (1.1%) 3 (0.5%)

63歳 15 (3.2%) 3 (8.8%) 9 (9.5%) 27 (4.5%)

64歳 3 (0.6%) 0 (0%) 2 (2.1%) 5 (0.8%)

65歳 295 (63.2%) 19 (55.9%) 49 (51.6%) 363 (60.9%)

66歳 3 (0.6%) 1 (2.9%) 0 (0%) 4 (0.7%)

67歳 23 (4.9%) 2 (5.9%) 0 (0%) 25 (4.2%)

68歳 33 (7.1%) 0 (0%) 1 (1.1%) 34 (5.7%)

69歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70歳 66 (14.1%) 2 (5.9%) 4 (4.2%) 72 (12.1%)

71歳以上 1 (0.2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%)

定年を設けていない 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合　計 467 (100%) 34 (100%) 95 (100%) 596 (100%)

定年年齢
令和2年度

⼤学法⼈
（医⻭を除く）

⼤学法⼈
（医⻭） 短⼤法⼈等 合　計

60歳 211 (45.2%) 17 (50.0%) 64 (67.4%) 292 (49.0%)

61歳 4 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0.7%)

62歳 22 (4.7%) 1 (2.9%) 4 (4.2%) 27 (4.5%)

63歳 35 (7.5%) 6 (17.6%) 2 (2.1%) 43 (7.2%)

64歳 4 (0.9%) 0 (0%) 1 (1.1%) 5 (0.8%)

65歳 188 (40.3%) 9 (26.5%) 21 (22.1%) 218 (36.6%)

66歳 2 (0.4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0.3%)

67歳 1 (0.2%) 1 (2.9%) 0 (0%) 2 (0.3%)

68歳 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.1%) 1 (0.2%)

69歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70歳 0 (0%) 0 (0%) 2 (2.1%) 2 (0.3%)

71歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を設けていない 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合　計 467 (100%) 34 (100%) 95 (100%) 596 (100%)

定年年齢
令和2年度

⼤学法⼈
（医⻭を除く）

⼤学法⼈
（医⻭） 短⼤法⼈等 合　計

【 職 員 】
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Q６ 退職金の算定方法 

 退職金の算定方法は、教職員ともに「退職金算定基礎額×支給率」の回答が約 8 割で 

あったが、昨年度より教職員ともに 10 会員ほど減少した。 

一方、「退職金算定基礎額×支給率に特別功労金等を加算する」と回答した会員が増え、

教員は 82 会員（13.8%）、職員は 81 会員（13.6%）であった。 

また、業績等の評価を反映するものとして、「退職金算定基礎額×支給率＋業績や成果等の

評価に基づく加算金等」と回答した維持会員と、「ポイント制」と回答した会員を合わせると、

教員で 14 会員（2.3%）、職員で 26 会員（4.4%）で、昨年度とほぼ変化はなかった。 

なお、「その他」の回答には、「複数の算定方法を設定し、併用している」などの回答があった。 

グラフ Q６-1 退職⾦の算定⽅法（会員数の割合） 

グラフ Q６-2 学校法⼈種別ごとの退職⾦の算定⽅法（会員数の割合） 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⼤学法⼈教員

短⼤法⼈等教員

⼤学法⼈職員

短⼤法⼈等職員

82.1%

78.6%

80.8%

82.1%

■算定基礎額×⽀給率 ■算定基礎額×⽀給率＋特別功労⾦等

■算定基礎額×⽀給率＋業績や成果等の評価に基づく加算⾦等 ■ポイント制 ■その他

■算定基礎額×⽀給率 ■算定基礎額×⽀給率＋特別功労⾦等

■算定基礎額×⽀給率＋業績や成果等の評価に基づく加算⾦等 ■ポイント制 ■その他

81.0%

79.2%

13.8%

13.6%

14.2%

11.6%

14.0%

11.6%
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Q９（２） 支給済の退職金を返還請求できる規定の有無 

 Q9(1)で「支給制限がある」と回答した会員のうち、退職金を支給した退職者について 

在職中に懲戒解雇とすべき事由があったことが退職後に発覚した場合に、支給済の退職金の

全部又は一部を返還請求できることとする規定が「ある」とした会員は、大学法人で 

128 会員（26.7%）、短大法人等で 24 会員（27.6%）だった。 

グラフ Q9(2) ⽀給済の退職⾦を返還請求できる規定の有無（会員数の割合）

表 Q9(2)  ⽀給済の退職⾦を返還請求できる規定の有無 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⼤学法⼈

短⼤法⼈等

ある ない

区　　分

返還請求できる規定がある 128 (26.7%) 24 (27.6%) 152 (26.9%)

返還請求できる規定はない 351 (73.3%) 63 (72.4%) 414 (73.1%)

合　計 479 (100%) 87 (100%) 566 (100%)

⼤学法⼈ 短⼤法⼈等 合　計

73.3% 

72.4% 

26.7% 

27.6% 

29



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

30



31



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

32



33



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

34



35



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

36



37



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

38



39



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

40



41



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

42



43



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

44



45



令和2年度 退職金等に関する実態調査報告書

46



47



48



 

 

 

49



 

 

50



 

 

 

51



 

 

52



 

 

 

 

53



 

 

 

54



 

 

55






